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議 事 要 旨  
 水 資 源 機 構 、 国 土 交 通 省 中 部 地 方 整 備 局 及 び 三 県 一 市 は 、 木 曽 川

水 系 連 絡 導 水 路 事 業 の 適 正 な 事 業 執 行 監 理 を 行 う こ と を 目 的 と し て 、

「 木 曽 川 水 系 連 絡 導 水 路 事 業 監 理 検 討 会 」 を 開 催 し 、 下 記 事 項 を 確

認 し た 。  
 

記  
 
１ ． 木 曽 川 水 系 連 絡 導 水 路 事 業 監 理 検 討 会 に つ い て  
（ １ ）設 立 趣 旨 及 び 規 約 の 通 り 、「 木 曽 川 水 系 連 絡 導 水 路 事 業 監 理 検

討 会 」 を 設 置 す る 。 な お 、「 徳 山 ダ ム に 係 る 導 水 路 検 討 会 」（ 平

成 １ ６ 年 １ ０ 月 １ ４ 日 設 置 ） は 、 そ の 目 的 を 果 た し た こ と か ら

終 了 す る 。  
 
（ ２ ） 木 曽 川 水 系 連 絡 導 水 路 事 業 監 理 検 討 会 は 、 導 水 路 事 業 を 進 め

る に あ た り 、引 き 続 き 透 明 性 を 確 保 し な が ら 、十 分 調 整 を 図 り 、

適 正 な 事 業 執 行 監 理 を 行 う も の と す る 。  
 



２ ． そ の 他  
（ １ ） 木 曽 川 水 系 に お け る 水 資 源 開 発 施 設 を 効 率 的 に 運 用 す る 水 系

総 合 運 用 に つ い て は 、 他 の 利 水 関 係 者 も 含 め た 場 で 検 討 し て い

く 。  
 
（ ２ ） 今 後 も 上 下 流 県 市 が 連 携 し 、 水 源 地 域 の 保 全 と 活 性 化 の た め

に 、 さ ら に 協 力 し て い く 。  


